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(57)【要約】
【課題】従来と同等の機能を維持しつつ、光源の数を低
減してシンプル化が図れる車両用前照灯装置を提供する
。
【解決手段】車両用前照灯装置は、投影レンズ２０を介
して車両前方へ光を照射して第１照射領域１００ａを形
成可能なバルブ１４ａと、投影レンズ２０を介して車両
前方へ光を照射して、光軸に対して横方向に第１照射領
域１００ａと連なるように連結される第２照射領域１０
０ｂを形成可能なバルブ１４ｂと、少なくとも第１照射
領域１００ａと第２照射領域１００ｂとが連結されるオ
ーバーラップ部１００ｃを含む端部領域への光を遮光す
る位置と、端部領域への照射を許容する位置に移動可能
な可動シェード１２と、バルブ１４ａ，１４ｂ、可動シ
ェード１２を動作を制御する制御部を含む。制御部は、
バルブ１４ａおよびバルブ１４ｂの点消灯状態と可動シ
ェード１２の移動状態の組合せで決まる配光パターンの
中からいずれかを選択して照射状態を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影レンズを介して車両前方へ光を照射して第１照射領域を形成可能な第１光源と、
　前記投影レンズを介して車両前方へ光を照射して、光軸に対して横方向に前記第１照射
領域と連なるように連結される第２照射領域を形成可能な第２光源と、
　少なくとも前記第１照射領域と前記第２照射領域とが連結される連結部分を含む端部領
域への光を遮光する位置と、前記端部領域への照射を許容する位置に移動可能な可動シェ
ードと、
　前記第１光源および第２光源の点消灯状態と前記可動シェードの移動状態の組合せで決
まる配光パターンの中からいずれかを選択する制御部と、
　を含むことを特徴とする車両用前照灯装置。
【請求項２】
　前記可動シェードは側面に反射部を有し、前記反射部に入射した光を前記第１照射領域
または前記第２照射領域に導くことを特徴とする請求項１記載の車両用前照灯装置。
【請求項３】
　前記第１光源と前記第２光源の間で光軸方向に沿って配置され、前記第１照射領域の連
結部分側の端部と前記第２照射領域の連結部分側の端部における縦方向のカットラインを
定める領域カット部材を含み、
　前記可動シェードの反射部は、前記領域カット部材の光軸方向前側部の少なくとも一部
を覆うことを特徴とする請求項２記載の車両用前照灯装置。
【請求項４】
　前記第１照射領域と前記第２照射領域の少なくとも一方の少なくとも一部の領域を遮光
する横方向に延在する稜線シェードを周囲に複数有する回転式シェードをさらに含み、
　前記可動シェードは前記回転式シェードの一部に形成され、前記可動シェードまたは前
記稜線シェードは、前記回転式シェードの回転により遮光状態を変化させることを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車両用前照灯装置。
【請求項５】
　前記可動シェードの前記投影レンズ側には、当該投影レンズを介して外部から入射され
る外来光が前記第１光源側および前記第２光源側へ到達することを遮断する遮断面が形成
されていることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の車両用前照灯
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用前照灯装置、特に配光パターンを可変できる車両用前照灯装置の構造
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源からの光をシェードにより遮光することによりロービームを形成し、シェー
ドにより遮光しない場合にハイビームを形成する配光可変タイプの車両用前照灯装置があ
る。また、近年の車両の高性能化に伴い前照灯も周囲の状況に応じて標準的なロービーム
やハイビームとは形状の異なる配光パターンを形成する前照灯装置が提案されている。特
にハイビームの場合、運転者の視界を向上させる一方で、対向車や歩行者へのグレアを考
慮する必要がある。そこで、例えば、特許文献１に開示される車両用灯具は、歩行者、先
行車、あるいは対向車の有無に応じてハイビームの照射領域を最適に設定できる構造を有
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１７９９６９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の車両用灯具の場合、複数の光源を備え、それぞれの光源が異なる
領域を照射するようになっている。そして、個々の光源の点灯および消灯を組み合わせる
ことにより、例えば歩行者が存在する部分の照射を抑制するようにしている。具体的には
、３個の光源を搭載し３つの個別の照射領域を形成可能としている。そして、３つの光源
を制御して全点灯状態、２個点灯状態、１個点灯状態、全消灯状態を形成して配光パター
ンを形成している。このように特許文献１の車両用灯具の場合、点消灯をさせたい領域ご
とに光源が必要となり、筐体の大型化、部品コストの増加、制御の煩雑化等を招いていた
また、光源の増加に伴い必要電力が増加していた。そこで、これらの点を改善したシンプ
ルな構造の車両用前照灯の開発が望まれている。
【０００５】
　本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、従来と同等
の機能を維持しつつ、光源の数を低減してシンプル化が図れる車両用前照灯装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の車両用前照灯装置は、投影レンズを介
して車両前方へ光を照射して第１照射領域を形成可能な第１光源と、投影レンズを介して
車両前方へ光を照射して、光軸に対して横方向に第１照射領域と連なるように連結される
第２照射領域を形成可能な第２光源と、少なくとも第１照射領域と第２照射領域とが連結
される連結部分を含む端部領域への光を遮光する位置と端部領域への照射を許容する位置
に移動可能な可動シェードと、第１光源および第２光源の点消灯状態と可動シェードの移
動状態の組合せで決まる配光パターンの中からいずれかを選択する制御部と、を含む。
【０００７】
　この態様によると、第１光源の点消灯により第１照射領域の照射状態の制御が可能にな
り、第２光源の点消灯により第２照射領域の照射状態の制御が可能になる。また、可動シ
ェードにより第１照射領域と第２照射領域との連結部分を含む端部領域への光を遮光する
か否かにより、端部領域の照射状態の制御が可能になる。つまり、光源の数よりも多い数
の領域の照射状態の制御が可能になる。その結果、照射制御が可能な領域数と同じ数の光
源を用いていた従来に比べ光源数を低減可能となり、筐体の小型化、部品コストの軽減、
制御のシンプル化、必要電力の軽減が可能になる。
【０００８】
　可動シェードは側面に反射部を有し、反射部に入射した光を第１照射領域または第２照
射領域に導く。この態様によると、反射部に入射した光を第１照射領域または第２照射領
域に導けるので、反射光が導かれた領域の光量を増加できる。その結果、光源の能力を変
えることなく光量アップが可能になり、配光パターンの特性を変化させることができる。
なお、反射光を導く方向や反射光の量は反射部の形状により調整可能である。
【０００９】
　第１光源と第２光源の間で光軸方向に沿って配置され、第１照射領域の連結部分側の端
部と第２照射領域の連結部分側の端部における縦方向のカットラインを定める領域カット
部材を含んでもよい。可動シェードの反射部は、領域カット部材の光軸方向前側部の少な
くとも一部を覆う。領域カット部材を設けることにより、例えば、第１光源のみを点灯し
た場合の第１照射領域の連結部分側の端部における縦方向の形状を明確してダレが抑制で
きる。つまり明るさが漸減することが抑制できる。第２光源のみを点灯した場合も同様で
ある。また、可動シェードの反射部で領域カット部材の光軸方向前側部の少なくとも一部
を覆うことにより、第１照射領域や第２照射領域における特定部分の光量を増加させるこ
とができる。例えば、連結部分側の端部における縦方向のカットライン付近の光量を増加
させれば、遮光領域との明暗がより明確になり運転者の前方認識度の向上に寄与できる。



(4) JP 2011-129320 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

【００１０】
　第１照射領域と第２照射領域の少なくとも一方の少なくとも一部の領域を遮光する横方
向に延在する稜線シェードを周囲に複数有する回転式シェードをさらに含んでもよい。可
動シェードは回転式シェードの一部に形成され、可動シェードまたは稜線シェードは、回
転式シェードの回転により遮光状態を変化させてもよい。回転シェードを用いることによ
りシェード形状を複数持つことが可能になり、光源の数を増加させることなく配光パター
ンの種類を向上できる。
【００１１】
　可動シェードの投影レンズ側には、当該投影レンズを介して外部から入射される外来光
が第１光源側および第２光源側へ到達することを遮断する遮断面が形成されていてもよい
。この構成によれば、外来光により光源およびその周辺の部品への熱影響が抑制可能にな
り、別途部品を設けることなく光源の熱保護が可能になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の車両用前照灯装置によれば、従来と同等の機能を維持しつつ、光源の数を低減
してシンプル化が図れる車両用前照灯装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態の車両用前照灯装置の内部構造を説明する概略断面図である。
【図２】本実施形態の車両用前照灯装置の第１光源、第２光源、可動シェードの位置関係
とそれにより形成される配光パターンを説明する説明図である。
【図３】図２の第１光源、第２光源、可動シェードの制御により形成できる配光パターン
の例を説明する説明図である。
【図４】図２の可動シェードが反射部を有する場合の反射の状態と反射光の重畳の状態を
説明する説明図である。
【図５】第１光源と第２光源との間に領域カット部材を有する場合の構成を説明すると共
に、この光学系による照明の等照度曲線を示す説明図である。
【図６】第１光源と第２光源との間に領域カット部材と可動シェードを有する場合の構成
を説明すると共に、この光学系による照明の等照度曲線を示す説明図である。
【図７】第１光源と第２光源との間に領域カット部材と可動シェードを有すると共に、領
域カット部材の一部を可動シェードの反射部が覆う構成を説明すると共に、この光学系に
よる照明の等照度曲線を示す説明図である。
【図８】本実施形態の車両用前照灯装置に適用可能な回転シェードの斜視図である。
【図９】図８の回転シェードで形成可能なシェード形状とそのときの等照度曲線を示す説
明図である。
【図１０】図８の回転シェードで形成可能なシェード形状とそのときの等照度曲線を示す
説明図である。
【図１１】図２の可動シェードが外来光を遮断する遮断面を有することを説明する説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態（以下実施形態という）を、図面に基づいて説明す
る。
【００１５】
　図１は、本実施形態の車両用前照灯装置２１０の内部構造を説明する概略断面図である
。車両用前照灯装置２１０は車両の車幅方向の左右に１灯ずつ配置されるハイビーム用の
前照灯であり、その構造は実質的に左右同等なので代表して車両右側に配置される車両用
前照灯装置２１０Ｒの構造を説明する。なお、ハイビーム用の車両用前照灯装置２１０は
、別途配置されているロービーム用の車両用前照灯装置が形成するロービームに配光パタ
ーンを重ね合わせることにより全体としてハイビーム用の配光パターンを形成する。



(5) JP 2011-129320 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

【００１６】
　車両用前照灯装置２１０Ｒは、ランプボディ２１２と透明カバー２１４を含む。ランプ
ボディ２１２は、車両前方方向に開口部を有し、後方側にはメンテナンス時に取り外す着
脱カバー２１２ａを有する。そして、ランプボディ２１２の前方の開口部には、透明カバ
ー２１４が接続されて灯室２１６が形成される。灯室２１６には、光を車両前方方向に照
射する灯具ユニット１０が収納されている。灯具ユニット１０の一部には、当該灯具ユニ
ット１０の揺動中心となるピボット機構２１８ａを有するランプブラケット２１８が形成
されている。ランプブラケット２１８はランプボディ２１２の壁面に回転自在に支持され
たエイミング調整ネジ２２０と螺合している。したがって、灯具ユニット１０はエイミン
グ調整ネジ２２０の調整状態で定められた傾動可能な状態で灯室２１６内の所定位置に支
持されることになる。
【００１７】
　また、灯具ユニット１０の下面には、スイブルアクチュエータ２２２の回転軸２２２ａ
が固定され灯具ユニット１０が水平方向に回動可能とされている。
【００１８】
　スイブルアクチュエータ２２２は、ユニットブラケット２２４に固定されている。ユニ
ットブラケット２２４には、ランプボディ２１２の外部に配置されたレベリングアクチュ
エータ２２６が接続されて灯具ユニット１０が鉛直方向に傾動可能とされている。
【００１９】
　灯室２１６の内壁面、例えば、灯具ユニット１０の下方位置には、灯具ユニット１０の
点消灯制御や配光パターンの形成制御を実行する照射制御部２２８が配置されている。こ
の照射制御部２２８は、スイブルアクチュエータ２２２、レベリングアクチュエータ２２
６等の制御も実行する。なお、照射制御部２２８は、車両用前照灯装置２１０Ｒ以外に設
けられてもよい。また、車両側からの点消灯制御を中継する機能だけとしてもよい。
【００２０】
　灯具ユニット１０は、可動シェード１２を含むシェード機構１８、光源としてのバルブ
１４、リフレクタ１６を内壁に支持する灯具ハウジング１７、投影レンズ２０で構成され
る。バルブ１４は、例えば、白熱球やハロゲンランプ、放電球、ＬＥＤなどが使用可能で
ある。本実施形態では、バルブ１４をハロゲンランプで構成する例を示す。リフレクタ１
６はバルブ１４から放射される光を反射する。そして、リフレクタ１６で反射した光は、
その一部がシェード機構１８を構成する可動シェード１２を経て投影レンズ２０へと導か
れる。なお、図２で示すが、本実施形態の灯具ユニット１０は、車幅方向に２個のバルブ
１４ａ、１４ｂを有し、それぞれが照射制御部２２８によって点消灯制御される。
【００２１】
　可動シェード１２はバルブ１４の光の一部を遮光する位置（以下、進出位置という）と
遮光しない位置（以下、退避位置という）に移動可能に回動軸１２ａを中心に回動するよ
うに構成されている。なお、図１は、可動シェード１２が進出位置に移動している状態を
示している。シェード機構１８は、可動シェード１２を回動させるアクチュエータを含む
。また、可動シェード１２はアクチュエータによる例えば進出位置への移動に逆らい所定
の姿勢、例えば退避位置に復帰させる付勢部材が備えられている。図１の場合、付勢部材
としてスプリングが例示されている。なお、可動シェード１２は、例えば鉛直方向に移動
して退避位置と進出位置との間を移動するものでもよい。
【００２２】
　図１の例では、ハイビーム用の車両用前照灯装置２１０にエイミング機構やレベリング
機構が備えられている例を示しているが、エイミング機構やレベリング機構は省略しても
よい。例えば、ハイビーム用の車両用前照灯装置２１０はロービーム用の車両用前照灯装
置と一体とすることができる。この場合、エイミング機構やレベリング機構は、ハイビー
ム用の車両用前照灯装置かロービーム用の車両用前照灯装置のいずれか一方、または両方
の車両用前照灯装置を載置するベース部材に備えることができる。そして、エイミング調
整やレベリング調整を両方の車両用前照灯装置で同時に行えるようにしてもよい。
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【００２３】
　図２(ａ)、図２（ｂ）は、本実施形態の車両用前照灯装置２１０の第１光源、第２光源
、可動シェードの位置関係とそれにより形成される配光パターンを説明する説明図である
。前述したように、図２（ａ）に示す本実施形態のハイビーム用の車両用前照灯装置２１
０は光源を２個備えている。１つは投影レンズ２０を介して車両前方へ光を照射して、図
２（ｂ）に示すように車幅方向に延びる細長い第１照射領域１００ａを形成可能な第１光
源として機能するバルブ１４ａである。また、他の１つも同様に投影レンズ２０を介して
車両前方へ光を照射して車幅方向に延びる細長い第２照射領域１００ｂを形成可能な第２
光源として機能するバルブ１４ｂである。バルブ１４ａは光源形状自体が図２（ｂ）の細
長い配光パターンに対応するような形状に形成されるか、リフレクタ１６ａによる反射調
整により細長い配光パターンに対応する形状が形成されて投影レンズ２０方向に導かれる
。バルブ１４ｂについても同様である。各リフレクタ１６ａ，１６ｂは、例えば回転放物
面等を基準に形成されたリフレクタである。
【００２４】
　本実施形態の場合、第２照射領域１００ｂは光軸に対して第１照射領域１００ａの横方
向に連なるように連結されている。図２（ｂ）は第１照射領域１００ａの端部領域と第２
照射領域１００ｂの端部領域とが互いに重なってオーバーラップ部１００ｃを形成する例
を示している。このオーバーラップ部１００ｃの調整は例えば各バルブ１４ａ，１４ｂの
配置調整やリフレクタ１６ａ，１６ｂの形状調整によって可能である。このように第１照
射領域１００ａと第２照射領域１００ｂとを連結部分でオーバーラップさせることにより
、ハイバームを形成した場合、中央部近傍で光が重畳して光度を高めることが可能となり
、ハイビーム使用時の視認性向上に寄与できる。
【００２５】
　なお、第１照射領域１００ａの端部領域と第２照射領域１００ｂの端部領域とは、必ず
しもオーバラックさせる必要はなく、第１照射領域１００ａの端部領域と第２照射領域１
００ｂの端部領域とをぴったりと連結させるようにしてもよい。すなわち、本実施形態に
おいて、連結部分とは、端部領域がオーバーラップして連結させる場合と、端部領域のエ
ッジをぴったりと接触させて連結させる場合とを含む。なお、図２（ｂ）は、第１照射領
域１００ａの端部領域と第２照射領域１００ｂの端部領域とがオーバーラップしているこ
とを説明するために、第１照射領域１００ａと第２照射領域１００ｂとを上下方向にずら
して図示しているが、実際は上下方向のずれはないように配置されている。
【００２６】
　可動シェード１２は、シェード機構１８により少なくとも第１照射領域１００ａと第２
照射領域１００ｂとが連結される連結部分を含む端部領域への光を遮光する位置と、端部
領域への照射を許容する位置に移動可能である。図２（ｂ）は、可動シェード１２による
遮光領域１０２を破線で示している。本実施形態においては、遮光領域１０２は、オーバ
ーラップ部１００ｃを完全に覆うようにオーバーラップ部１００ｃの広さよりやや広めに
なるように可動シェード１２の大きさおよび移動位置が定められている。なお、遮光領域
１０２の広さは、オーバーラップ部１００ｃの広さと一致してもよいが、オーバーラップ
部１００ｃの広さより遮光領域１０２が狭い場合は、可動シェード１２により遮光したと
きに遮光領域１０２に隣接して光が重なり合った明るい部分が残ってしまうので、好まし
くない。
【００２７】
　このように、本実施形態では、２個の光源の点消灯と可動シェード１２による遮光／非
遮光の切替により３個の光源を点消灯制御して３領域の点消灯を実現する場合とほぼ同様
の配光パターンを形成できる。図３に、車両用前照灯装置２１０の制御状態と形成される
配光パターンのイメージ例を示す。なお、図３に示す配光パターンは、ハイビーム用の車
両用前照灯装置２１０で形成される配光パターンのみを示している。実際は、別途、ロー
ビーム用の車両用前照灯装置で形成されているロービーム用配光パターンと合成されて全
体としてハイビームを形成している。また、実際のハイビームの形状は、中央から遠い側
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の端部に垂れを有する山型形状であるが、図３においては簡略化のため矩形として示して
いる。
【００２８】
　照射制御部２２８の制御により、バルブ１４ａ，１４ｂを点灯させると共に、可動シェ
ード１２を非遮光状態にする制御１とすることにより、オーバーラップ部１００ｃを含む
第１照射領域１００ａおよび第２照射領域１００ｂが点灯した状態となる。この状態は、
完全なハイビーム照射状態であり、光源３個を用いて３領域を点灯させた場合と同様の配
光パターンを２個の光源の点灯により実現できる。さらに、オーバーラップ部１００ｃの
形成により中央付近の光度が向上できる。
【００２９】
　また、照射制御部２２８の制御により、バルブ１４ａ，１４ｂを点灯させると共に、可
動シェード１２を遮光状態にする制御２とすることにより、オーバーラップ部１００ｃが
遮光領域１０２により遮光され、第１照射領域１００ａの一部および第２照射領域１００
ｂの一部が点灯した状態となる。この状態は、中央遮光のハイビーム照射状態であり、光
源３個を用いて３領域を制御する構成の左右２個のみを点灯させた場合と同様の配光パタ
ーンを実現している。この中央遮光のハイビーム照射状態は、例えば、自車の近前方には
先行車や対向車、歩行者などが存在しないが遠前方に対向車や先行車が存在するときにそ
れらにグレアを与えないようにする場合に有効な配光パターンである。
【００３０】
　照射制御部２２８の制御により、バルブ１４ａのみを点灯させると共に、可動シェード
１２を遮光状態にする制御３とすることにより、オーバーラップ部１００ｃに相当するハ
イビームの中央領域が遮光領域１０２によって遮光されると共に、第１照射領域１００ａ
の一部が点灯した状態となる。この状態は、中央遮光かつ対向車線側のみのハイビーム照
射状態であり、光源３個を用いて３領域を制御する構成の右のみを点灯させた場合と同様
の配光パターンを実現している。この右片側ハイビーム照射状態は、例えば、自車の近前
方に存在する先行車や遠方に存在する先行車や対向車にグレアを与えないようにしつつ、
対向車線の比較的近い近前方に対向車や歩行者などが存在しない場合にその領域の視界を
向上させるのに有効な配光パターンである。
【００３１】
　照射制御部２２８の制御により、バルブ１４ａのみを点灯させると共に、可動シェード
１２を非遮光状態にする制御４とすることにより、オーバーラップ部１００ｃに相当する
ハイビームの中央領域を含む第１照射領域１００ａが点灯した状態となる。この状態は、
中央領域および対向車線側がハイビーム照射状態であり、光源３個を用いて３領域を制御
する構成の中央と右を点灯させた場合と同様の配光パターンを実現している。この右片側
ハイビーム照射状態は、例えば、自車の近前方に存在する先行車にグレアを与えないよう
にしつつ、自車遠前方の先行車や対向車、自車近前方の対向車や歩行者などが存在しない
場合にその領域の視界を向上させるのに有効な配光パターンである。
【００３２】
　バルブ１４ａを消灯し、バルブ１４ｂのみを点灯させて可動シェード１２の移動状態を
制御する制御５および制御６は、制御３と制御４に対し照射領域が対向車線と自車線とで
逆になる。制御５は、対向車線の比較的近い位置に存在する対向車や歩行者、および遠前
方に存在する先行車や対向車にグレアを与えないようにしつつ、自車の近前方に先行車等
が存在しない場合に有効な配光パターンである。また、制御６は、対向車線の比較的近い
近前方に存在する対向車や歩行者にグレアを与えないようにしつつ、自車の近前方や遠前
方に先行車や対向車が存在しない場合に有効な配光パターンである。
【００３３】
　このように本実施形態では、バルブ１４ａおよびバルブ１４ｂの点消灯状態と可動シェ
ード１２の移動状態の組合せにより複数種類の配光パターンを形成している。すなわち、
２個の光源により、光源を３個備える場合とほぼ同様の配光パターンの形成が可能となる
。このような光源数の低減により車両用前照灯装置２１０の小型化が容易になるとともに
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、部品コストの軽減、点消灯制御の簡略化ができる。また、光源数の削減により必要電力
の軽減にも寄与できる。なお、光源を３個用いる場合、中央のみの点灯が可能であるが、
本実施形態の構成では、中央のみ点灯はできない。しかし、中央部のみを点灯させるハイ
ビームの利用頻度は低く、それが点灯できない場合でも実用上の問題は殆どない。
【００３４】
　ところで、本実施形態のハイビーム用の車両用前照灯装置２１０のように可動シェード
１２を有する場合、可動シェード１２の遮光面とは異なる側面を有効利用できる。すなわ
ち、可動シェード１２の側面を反射面として、そこで反射した反射光を可動シェード１２
で遮光されずに照射された光の照射領域で重畳して配光パターンの一部の光度を増加させ
ることができる。
【００３５】
　図４（ａ）～図４（ｃ）は、可動シェードが反射部を有する場合の反射の状態と反射光
の重畳の状態を説明する説明図である。図４（ａ）に示すように、可動シェード１２は、
バルブ１４側に臨む遮光部１０４とその側面の反射部１０６とを備える。反射部１０６は
、例えば反射部材を接合したりコーティングして形成できる。また、可動シェード１２自
体を反射部材で構成し、遮光部１０４を形成するために非反射部材を接合したりコーティ
ングしてもよい。バルブ１４ａ側の反射部１０６ａに入射した光は第１照射領域１００ａ
の所定の位置に導かれるように、反射部１０６ａの表面状態が形成されている。同様に、
バルブ１４ｂ側の反射部１０６ｂに入射した光は第２照射領域１００ｂの所定の位置に導
かれるように、反射部１０６ｂの表面状態が形成されている。
【００３６】
　図４（ｂ）は、バルブ１４ａのみを点灯して可動シェード１２を非遮光状態にした場合
に形成される第１照射領域１００ａである。図４（ｃ）は、バルブ１４ａのみを点灯して
可動シェード１２を遮光状態にした場合に形成される第１照射領域１００ａおよび遮光領
域１０２である。この場合、反射部１０６ａによって反射された反射光が第１照射領域１
００ａの遮光領域１０２側の位置に重畳され重畳部１００ｄを形成している。例えば、図
３で示す制御２，３，５のように、遮光領域１０２によりハイビーム用配光パターンの一
部を遮光する場合でも運転者の運転中の主たる視線方向は前方中央となる。したがって、
照射領域の中央部側の重畳部１００ｄにより光度を高くすることにより、運転者に安心感
を与えやすくななる。同様に、バルブ１４ｂを点灯させた場合も第２照射領域１００ｂの
所定位置に反射光を重畳可能となり、同様な効果を得ることができる。なお、別の実施例
では、反射部１０６の角度や位置を調整可能としてもよい。この場合、反射光による重畳
部の位置を変化させることが可能となり、運転者の好みに応じた領域の光度の向上が可能
となり、反射光の利用価値を向上できる。
【００３７】
　ところで、バルブ１４ａやバルブ１４ｂから照射される光を投影レンズ２０を介してそ
のまま前方に照射する場合、形成される配光パターンは中央分が最も明るく側方に向かう
に連れて暗くなると共に、配光パターンの形状も側方に向かうに連れて垂れて山型となり
その輪郭も不鮮明となる。可動シェード１２で遮光することなくバルブ１４ａ，１４ｂを
点灯させた場合には、オーバーラップ部１００ｃを形成するので特に不都合は生じない。
また、オーバーラップ部１００ｃではない端部側の形状は厳密さを要求されないので不都
合を生じない。しかし、図３における制御４や制御６のように、可動シェード１２で遮光
することなくバルブ１４ａまたはバルブ１４ｂのいずれかを単独で点灯させる片側ハイビ
ームの場合、消灯している側の領域に点灯している側の光が入り込む。その結果、実際は
遮光したい部分の一部が明るくなり、グレアの排除性能が低下すると共に、端部の輪郭が
不安定になる。
【００３８】
　そこで、図５（ａ）に示すように、バルブ１４ａとバルブ１４ｂの間で光軸方向に沿っ
て配置され、第１照射領域１００ａの連結部分側の端部と第２照射領域１００ｂの連結部
分側の端部における縦方向のカットラインを定める領域カット部材１０８を備える。領域
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カット部材１０８は薄板形状の部材であり、単純に第１照射領域１００ａの連結部分側の
端部および第２照射領域１００ｂの連結部分側の端部にカットラインを形成するものでも
よい。また、領域カット部材１０８の側面に反射部を設けて、そこで反射した光を第１照
射領域１００ａや第２照射領域１００ｂに導き重畳して光度を増大させるようにしてもよ
い。図５（ｂ）には、バルブ１４ａのみを点灯させた場合の等照度曲線の例を示す。この
例の場合、第１照射領域１００ａの連結部分側の端部は、照射領域の中央である「０°」
を越えた２．３°で領域カット部材１０８によりカットラインを形成した位置となる。な
お、領域カット部材１０８を設けない場合は、第１照射領域１００ａの連結部分側の端部
は、０°を越え、例えば８°付近まで延びると共に、端部では光度が低下し形状に垂れを
含んでいる。このように、領域カット部材１０８を設けることにより第１照射領域１００
ａの連結部分側の端部の輪郭を明確にできると共に照射範囲を明確に決めることができる
。バルブ１４ｂを点灯させる場合、バルブ１４ａ，１４ｂの両方を点灯させる場合も同様
の効果を得ることができる。
【００３９】
　図６（ａ）は、図５の構成に可動シェード１２を加え、第１照射領域１００ａに遮光領
域１０２を形成可能にした例である。この場合、図６（ｂ）に示すように、図３の制御に
対応する配光パターンを形成できる。この例の場合、第１照射領域１００ａは照射領域の
中央である「０°」の手前２．３°で可動シェード１２によりカットラインを形成すると
共に、中央の「０°」を越えて光が照射されないように領域カット部材１０８で遮光して
いる。
【００４０】
　図７（ａ）は、図４で説明した反射部１０６を可動シェード１２が備える場合の説明図
である。図７（ａ）の例では、水平断面が矩形のＣ型形状になるように、可動シェード１
２の両側面に反射部１０６が形成されている。この場合は、図７（ｂ）に示すように、可
動シェード１２で遮光された遮光領域１０２近傍に反射部１０６で反射した反射光が重畳
され光度が増大する。
【００４１】
　このように、バルブ１４ａ、バルブ１４ｂを含む光学系に領域カット部材１０８、反射
部１０６を備える可動シェード１２を設けることにより、光源を３個備える場合とほぼ同
様な種類の配光パターンを２個の光源で形成できる。その結果、車両用前照灯装置２１０
の小型化が容易になるとともに、部品コストの軽減、点消灯制御の簡略化ができる。また
、光源数の削減により必要電力の軽減にも寄与できる。さらに、その配光パターンの形状
の明確化が可能で配光パターンの特性の向上ができる。
【００４２】
　上述した例は、ハイビーム用の車両用前照灯装置２１０について説明した。つまり、こ
れとは別にロービーム用の車両用前照灯装置を備えて、ロービームとの合成によりハイビ
ームを形成している。本実施形態のハイビームの制御はハイビームおよびロービームを１
つの車両用前照灯装置で形成可能な配光可変式前照灯にも適用できる。この場合、上述し
た可動シェード１２の他に、ロービーム等の他の配光パターンを形成するときに必要とな
るシェードが必要になる。そこで、本実施形態では、図８（ａ）、図８（ｂ）に示すよう
に車幅方向に延びる回転軸を中心に回動可能な回転シェード１１０を用いる。
【００４３】
　図８（ａ）と図８（ｂ）は、同一の回転シェード１１０を別方向から見た斜視図である
。回転シェード１１０は、回転軸１１０ａがシェード機構１８の固定部分で支持され、例
えばモータ駆動により所定の回転角度で正確に停止するように構成されている。図８（ａ
）に示す回転シェード１１０は四角柱を母材として、長手方向の各面（４面）にロービー
ム用シェード１１２、中央遮光用シェード１１４、ハイビーム用切欠面１１６、ドーバー
ロービーム用シェード１１８をそれぞれ有する。なお、基本的な光学系は、例えば図７に
示すものを用いる。つまり、バルブ１４ａとリフレクタ１６ａで構成される第１光源系と
、バルブ１４ｂとリフレクタ１６ｂで構成される第２光源系とが領域カット部材１０８に
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よって分離され、その光軸方向前方に可動シェード１２に相当するシェードを含む回転シ
ェード１１０を挟んで、投影レンズ２０が配置される。
【００４４】
　ロービーム用シェード１１２およびドーバーロービーム用シェード１１８は、バルブ１
４ａ，１４ｂから照射される光を最も多く遮光するシェードである。そして、ロービーム
用シェード１１２およびドーバーロービーム用シェード１１８は所定の遮光領域を確保す
るために回転軸１１０ａの中心から距離ｈ隔てた位置に、それぞれのシェードエッジを形
成している。そして、ロービーム用シェード１１２のシェードエッジ１１２ａは、カット
オフラインの輪郭を明瞭化するために、回転シェード１１０がロービームの回転位置に回
転したときに投影レンズ２０の後方焦点面と重なる位置で光を遮光するように形成されて
いる。回転シェード１１０は、他のシェードも搭載すると共に、剛性の確保や加工のし易
さが要求されるので四角柱を母材としている。そのため、図８（ａ）の場合、矢印Ａ方向
から光源の光が照射される状態において、シェードエッジ１１２ａはロービーム用シェー
ド１１２の形成面のうち光源から最も遠い位置に配置されている。この場合、シェードエ
ッジ１１２ａの光源側の手前部分に反射面１１２ｂを形成しておき、この部分での反射光
もロービーム形成に有効に使うようにしてもよい。
【００４５】
　上述したように本実施形態では、バルブ１４ａまたはバルブ１４ｂのいずれかのみを点
灯した場合の配光パターンの連結部分側の端部における縦方向のカットラインを定める領
域カット部材１０８を備えている。この領域カット部材１０８は回転シェード１１０上の
シェードエッジにできるだけ接近させることが望ましいが、ロービーム用シェード１１２
等は回転軸１１０ａからの高さがあるため回転シェード１１０と領域カット部材１０８と
が回転時に接触してしまう場合がある。そこで、回転シェード１１０のロービーム用シェ
ード１１２の形成面には、回転シェード１１０が回転するときに領域カット部材１０８と
の干渉を回避するための切欠溝１２０が形成されている。
【００４６】
　中央遮光用シェード１１４は、前述したようにバルブ１４ａ，１４ｂを点灯してハイビ
ームとした場合に、中央部分を図７等で示す可動シェード１２と同様な遮光を行うシェー
ドとして機能する。回転シェード１１０の中央遮光用シェード１１４を形成する部分は大
きく切り欠かれハイビームと同様な照射領域を形成すると共に、中央部に形成した中央遮
光用シェード１１４によって、図３の制御２で示すような中央遮光や制御３や制御５のよ
うな片側ハイビームを形成する。
【００４７】
　ハイビーム用切欠面１１６は、回転シェード１１０全体が切り欠かれた状態と同様にな
るように、回転シェード１１０の一面が回転軸１１０ａに固着したように形成されている
。この場合、ハイビーム用切欠面１１６は、ロービーム用シェード１１２の形成面やドー
バーロービーム用シェード１１８の形成面に比べて領域カット部材１０８に対する距離が
遠い。その結果、ハイビーム用切欠面１１６と領域カット部材１０８との間に隙間が空き
、例えば、図３の制御４や制御６のような中央遮光を伴わない片側ハイビームを形成する
場合、領域カット部材１０８による縦方向のカットラインを形成できないことがある。そ
のため、ハイビーム用切欠面１１６には、領域カット部材１０８との間に形成された隙間
を補完するために領域カット部材１０８と実質的に連続する補完部材１１６ａが設けられ
ている。なお、図８（ａ）の場合、補完部材１１６ａは中央遮光用シェード１１４の背面
側（非遮光面）に連続するように形成されている。
【００４８】
　ドーバーロービーム用シェード１１８は、ロービーム用シェード１１２とは左右逆の配
光パターンを形成するシェードエッジ１１８ａを有している。
【００４９】
　図９、図１０は、図８（ａ）、図８（ｂ）に示す回転シェード１１０を回転駆動するこ
とにより選択可能なシェード形状とそのときに形成される配光パターンの等照度曲線を示
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す説明図である。なお、本実施形態において、回転シェード１１０の回転位置の決定およ
びバルブ１４ａ，１４ｂの点消灯制御は、運転者が操作する前照灯切替スイッチの操作状
態に応じて決定することができる。また、自車の周囲の状況、例えば前走車や対向車、歩
行者等の存在を車載カメラなどの検出手段を介して検出したり、走行中の道路の形態や形
状、地形等の情報をナビゲーションシステムから取得して、現在の周囲状況に対応した最
適な照明状態を自動的に決定して切り替えるようにしてもよい。
【００５０】
　例えば、現在の自車周囲の状態に基づいてロービームの照射が適当な場合、すなわち、
配光モードを「ロービーム」にする場合、照射制御部２２８は、回転シェード１１０をロ
ービーム用シェード１１２がバルブ１４の光路に臨むように回転させる。この場合、バル
ブ１４ａ，１４ｂの両方を点灯させる。このとき、ロービーム用シェード１１２は、光軸
を含むライン（図９中の水平線Ｙ）の下側を遮光する。なお、投影レンズ２０は、前方側
表面が凸面で後方側表面が平面の平凸非球面レンズなので、後方焦点面上に形成される光
源像を反転像として車両用前照灯装置２１０前方に投影する。「ロービーム」の場合、バ
ルブ１４ａ，１４ｂが点灯しオーバーラップ部１００ｃが形成されるので、その等照度曲
線に示すように、中央部分の光度が高い前方認識がし易いロービームを提供できる。
【００５１】
　現在の自車周囲の状態に基づいて中央部を遮光したハイビームの照射が適当な場合、す
なわち、配光モードを「中央遮光ハイビーム」にする場合、照射制御部２２８は、回転シ
ェード１１０を中央遮光用シェード１１４がバルブ１４の光路に臨むように回転させて、
光軸を含むラインの下側の一部を遮光する。この場合、バルブ１４ａ，１４ｂの両方を点
灯させる。「中央遮光ハイビーム」は中央遮光用シェード１１４によりハイビームの中央
部分が遮光されるので、その等照度曲線に示すように、自車遠前方に存在する対向車や前
走車にクレアを与えないように考慮すると共に、その他の領域の視認性を向上させられる
ハイビームを提供できる。
【００５２】
　自車の遠前方や対向車線に車両や歩行者が存在して、自車線の近前方に先行車が存在し
ないことにより、自車線側のみハイビームで照射することが適当であるとなったとする。
すなわち、配光モードを「左片側ハイビーム」にする場合、照射制御部２２８は、回転シ
ェード１１０を中央遮光用シェード１１４がバルブ１４の光路に臨むように回転させて、
光軸を含むラインの下側の一部を遮光する。この場合、右側のバルブ１４ｂのみを点灯さ
せる。投影レンズ２０の後方焦点面上に形成される光源像は反転像となるので、自車前方
の左側（自車線側）のみの左片側ハイビームが照射させる。このとき、中央遮光用シェー
ド１１４によりハイビームの中央部分が遮光される。その結果、「左方側ハイビーム」の
等照度曲線に示すように、自車遠前方に存在する対向車や前走車、および近前方の対向車
線の対向車や歩行者にクレアを与えないように考慮できると共に、自車線の視認性を向上
させられるハイビームを提供できる。
【００５３】
　自車線に先行車が存在せず、対向車線に車両や歩行者が存在することにより、自車線側
のみハイビームを照射することが適当であるとなったとする。すなわち、配光モードを「
左片側ハイビーム＋中央」にする場合、照射制御部２２８は、回転シェード１１０をハイ
ビーム用切欠面１１６がバルブ１４の光路に臨むように回転させて、光軸を含むラインの
下側を含め光路全体を非遮光とする。この場合、右側のバルブ１４ｂのみを点灯させる。
投影レンズ２０の後方焦点面上に形成される光源像は反転像となるので、自車前方の左側
（自車線側）のみの左片側ハイビームが照射させる。このとき、遮光は行われないので、
「左方側ハイビーム＋中央」の等照度曲線に示すように、上述した「左方側ハイビーム」
に加え中央部も照射領域となるハイビームが形成できる。その結果、近前方の対向車線の
対向車や歩行者にクレアを与えないように考慮すると共に、自車線の視認性を向上させら
れるハイビームを提供できる。
【００５４】
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　自車線および対向車線に車両や歩行者などグレアを考慮する必要のある対象が存在せず
、ハイビームを照射することが適当であるとなったとする。すなわち、図１０に示すよう
に配光モードを「ハイビーム」にする場合、照射制御部２２８は、回転シェード１１０を
ハイビーム用切欠面１１６がバルブ１４の光路に臨むように回転させて、光軸を含むライ
ンの下側を含め光路全体を非遮光とする。この場合、バルブ１４ａ，バルブ１４ｂを点灯
させる。このとき、遮光は行われないので、バルブ１４ａ，１４ｂによるオーバーラップ
部１００ｃも形成されるので、「ハイビーム」の等照度曲線に示すように、中央部分の光
度が高い前方認識がし易いハイビームを提供できる。
【００５５】
　また、交通法規が右側通行となる地域では、左側通行の場合とは逆形状のロービーム、
すなわちドーバーロービームが必要になる。この場合、照射制御部２２８は、回転シェー
ド１１０をドーバーロービーム用シェード１１８がバルブ１４の光路に臨むように回転さ
せる。この場合、バルブ１４ａ，１４ｂの両方を点灯させると共に、ドーバーロービーム
用シェード１１８は、光軸を含むラインの下側を遮光する。その結果、上述した「「ロー
ビーム」とは逆の形状のカットオフラインを有するドーバーロービームが形成できて、「
ドーバーロービーム」の等照度曲線に示すように、中央部分の光度が高い前方認識がし易
いドーバーロービームを提供できる。
【００５６】
　ところで、車両用前照灯装置２１０の投影レンズ２０が、例えば昼間、太陽光等の外来
光に晒されると、図１１に破線で示すように、太陽光がリフレクタ１６ａ，１６ｂで集光
され、バルブ１４ａ，１４ｂやその周辺の温度が上昇させて、変形や故障の原因になる場
合があった。そのため、バルブ１４を耐熱仕様にする必要があったり、その周辺の構成部
品を耐熱仕様にする必要があり、コストアップや設計の自由度の低下を招いていた。そこ
で、本実施形態の車両用前照灯装置２１０では、投影レンズ２０の後方焦点面上に存在す
る可動シェード１２や回転シェード１１０の投影レンズ２０側に当該投影レンズ２０を介
してバルブ１４側に向かう外来光を遮断する遮断面２００を形成している。この遮断面２
００は、バルブ１４に向かう外来光を遮断できればよいので、所定の耐熱性能があれば、
可動シェード１２や回転シェード１１０の一部の構成面をそのまま利用できる。例えば、
図２に示すようなハイビーム用の車両用前照灯装置２１０の場合、バルブ１４の点灯を必
要としないときに可動シェード１２を図１１に示すように遮光位置に移動させておく。つ
まり、この位置を昼間または非点灯時の標準位置としておけばよい。その結果、図１１に
実線で示すように、可動シェード１２により外来光の一部が遮断可能となりバルブ１４側
における温度上昇を軽減できる。つまり、外来光の熱影響を考慮した高い耐熱性能をバル
ブ１４側に持たせる必要がなくなり、バルブ１４やその周辺の部品を例えば、耐熱性の比
較的低い樹脂製とすることが可能となる。その結果、部品コスト低減や部品選択の自由度
向上に寄与できる。なお、図８に示すような、回転シェード１１０を用いる場合、昼間や
非点灯時の標準位置を中央遮光用シェード１１４がバルブ１４の光路上に位置すれよい。
この場合、回転シェード１１０の例えば中央遮光用シェード１１４の形成面で外来光を遮
断可能となり、外来光がバルブ１４に集光してしまうことを軽減可能となり、同様の効果
を得ることができる。なお、遮断面２００は非反射面としてもよいし、反射面としてもよ
い。
【００５７】
　本発明は、上述の各実施形態に限定されるものではなく、当業者の知識に基づいて各種
の設計変更等の変形を加えることも可能である。各図に示す構成は、一例を説明するため
のもので、同様な機能を達成できる構成であれば、適宜変更可能であり、同様な効果を得
ることができる。
【符号の説明】
【００５８】
　１２　可動シェード、　１４，１４ａ，１４ｂ　バルブ、　１６，１６ａ、１６ｂ　リ
フレクタ、　１８　シェード機構、　２０　投影レンズ、　１００ａ　第１照射領域、　
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１００ｂ　第２照射領域、　１００ｃ　オーバーラップ部、　１０２　遮光領域、　１０
４　遮光部、　１０６　反射部、　１０８　領域カット部材、　１１０　回転シェード、
　２００　遮断面、　２１０　車両用前照灯装置、　２２８　照射制御部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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